
4．中南米地域
中南米地域は人口約6.4億人、域内総生産約5.5兆

ドル（2019年）の巨大市場であり、通商戦略上も重
要な地域です。また、この地域は民主主義が根付き、
鉱物・エネルギー資源や食料資源の供給地でもあり、
国際社会での存在感を着実に高めています。ODA対
象国の中では平均所得水準は比較的高いものの、国内
での貧富の格差が大きく、貧困に苦しむ人が多数残さ
れていることもこの地域の特徴です。また、200万
人を越える日系人の存在などもあり、日本との人的・
歴史的な絆

きずな
は伝統的に強く、日本は中南米地域と長い

間、安定的な友好関係を維持してきました。

ブラジル訪問の際、アラウージョ外務大臣との、「ニオブ及びグラフェ
ンの生産及び利用に関する協力覚書」および「アマゾン地域の生物多
様性の持続可能な利用に関するトメアス協力覚書」の署名式に臨む茂
木外務大臣（2021年1月）

日本の取組
● ● ●防災・環境問題への取組

中南米地域は、アマゾンの熱帯雨林をはじめとする
豊かな自然が存在する一方、地震、津波、ハリケーン、
火山噴火などの自然災害に見舞われることが多く、防
災の知識・経験を有する日本の支援は重要です。

日本は、2010年のマグニチュード7.0の大地震に
より壊滅的な被害を受けたハイチに対し、累計3.2億
ドル以上の復旧・復興支援を行っており、また、カリ
ブ海上の国々や地震が頻

ひんぱつ
発するメキシコ、エクアド

ル、ペルー、チリをはじめとする太平洋に面した国々
に対し、日本の防災分野の知見を活かした支援を行っ
ています。また、日本は、2020年11月にハリケー
ン被害のあったニカラグア、ホンジュラス、グアテマ
ラ、コロンビアに対して、緊急援助物資の供与を行い
ました。

また、中米域内においては、コミュニティ・レベル
での防災知識の共有や災害リスク削減を目指す「中米

広域防災能力向上プロジェクト“BOSAI”」が大きな
成果を上げています。このほか、カリブ諸国に対して
日本は、気候変動や自然災害に対する小島

とうしょ
嶼開発途上

国特有の脆
ぜいじゃく

弱性を克服するため、1人当たりの所得水
準とは異なる観点から支援を行っており、災害に強

きょうじん
靱

な橋
きょうりょう

梁や緊急通信体制の整備、災害対策能力強化に資
する機材の供与等に加え、洪水対策・防砂専門家の派
遣やカリブ8か国に対する広域の気候変動対策支援や
技術協力などを行っています。

また、日本は、環境問題に関して、気象現象に関す
る科学技術研究、生物多様性の保全、リモートセンシ
ングを利用したアマゾン熱帯林の保全や廃棄物処理場
の建設など、幅広い協力を行っています。近年注目を
集めている再生可能エネルギー分野において、日本は
太陽光発電導入への支援を多くの国で実施しており、
コスタリカやボリビア等では地熱発電所の建設に関す
る支援も行っています。また、ジャマイカでは米州開
発銀行（IDB）と協力し、エネルギー導入促進のため
のプロジェクトをドル建て借款により実施していま
す。また、カリブ諸国に対しては、水産分野におい
て、ハリケーン被害を受けた水産施設の修復や水産専
門家の派遣、水産関連機材の供与を行い、限りある海
洋生物資源の持続可能な利用促進に貢献しています。
2020年には、アンティグア・バーブーダおよびグレ
ナダに対して、カリブ地域で深刻な被害をもたらして
いるサルガッサム海藻除去のための無償資金協力を決
定しました。

● ● ●経済・社会インフラの整備
中南米は、近年、産業の生産拠点や市場としても注

目されており、多くの日本企業が進出しています。中
南米諸国の開発のための基盤整備の観点から、日本は
都市圏および地方における上下水道インフラ整備も積
極的に行っており、2020年8月には、パラグアイに
おける安全かつ効率的な上下水道サービスの提供を通
じた生活環境の改善のため、91.3億円の円借款供与
のための書簡の交換を行いました。

このほか日本は、特に中南米諸国において、官民連
携で地上デジタル放送の日本方式（ISDB-T方式）の
普及に取り組み、2020年12月時点で中南米では14
か国が日本方式を採用しています。日本は採用した
国々に対して、同方式を円滑に導入できるよう技術移
転を行い、人材育成を行っています。
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フロレンティン駐日パラグアイ大使の表敬を受けた鈴
すず

木
き

外務大臣政務
官（2020年11月）

● ● ●医療・衛生分野および教育その他での取組
医療・衛生分野でも、日本は中南米に対して様々な

協力を行っています。同地域においては、医療体制が
弱く、非感染性疾

しっかん
患、HIV／エイズや結核などの感染

性疾患、熱帯病などが未だ深刻な状態です。さらに
2020年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より、迅速で的確な診断と治療体制の確立が求められ
ています。

このような中南米諸国に対し、2020年、日本は、
新型コロナ対策支援として、各国政府の要請に基づ
き、保健・医療関連機材の供与のため、18か国との
間で総額79億円の無償資金協力に関する書簡を署
名・交換しました。このほか、17か国に対し、既存
の技術協力や無償資金協力を通じて、総額約2億円の
保健・医療関連機材の供与を実施しました。また、エ
ルサルバドルに対しては、2015年に署名済みの災害
復旧スタンドバイ借款50億円について、新型コロナ
対策支援のために貸付けを実施しました。2国間での
支援に加え、汎米保健機構（PAHO）に3億円を拠出
したほか、米州開発銀行（IDB）の日本信託基金を通
じ能力強化や物資提供等を実施しました。

また、日本は、エルサルバドルにおいて、中南米で
はマラリアに次いで深刻な熱帯病と位置付けられる寄
生虫病のシャーガス病の病原因子の解明と治療薬の開
発に関する共同研究を行っています。衛生分野では、
日本は、安全な飲料水の供給や生活用水の再利用のた
め、上下水道施設の整備への協力を数多く行いました。

中南米各国では日系社会が形成されており、日本は
日系福利厚生施設への支援、研修員の受入れ、JICA
海外協力隊員の派遣などを継続しています。

また、今も貧困が残存し、教育予算も十分でない中

南米諸国にとって、教育分野への支援は非常に重要で
す。日本は、ハイチに対する無償資金協力「中央県及
びアルティボニット県小中学校建設計画」などを通じ
て基礎教育施設の建設や、指導者の能力向上のための
技術協力プロジェクトやボランティア派遣などを実施
し、現地で高い評価を得ています。

● ● ●南南協力や地域共同体との協力
ブラジル、メキシコ、チリ、およびアルゼンチンの

4か国は、南南協力＊で実績を上げています。また、
これらの国と日本はパートナーシップ・プログラムを
交わしており、たとえば、アルゼンチンと協力し、中
南米やアフリカにおいて中小企業支援を実施していま
す。チリでは、三角協力を通じて中南米諸国の防災に
資する人材育成を行っており、当初の目標であった
4,000人を超えて、5,169人の人材育成を達成しま
した。また、ブラジルでは、日本の長年にわたる協力
を受け、日本式の地域警察制度が普及しています。そ
の経験を活用して、現在では三角協力の枠組みにおい
て、地域警察分野のブラジル人専門家が中米諸国に派
遣され、技術移転を行っています。メキシコにおいて
も、主に保健・医療分野におけるこれまでの日本の協
力の成果を、中南米各国に共有する活動が実施されて
います。

また日本は、より効果的で効率的な援助を実施する
ため、中南米地域に共通した開発課題について、中米
統合機構（S

シ カ
ICA）やカリブ共同体（C

カ リ コ ム
ARICOM）と

いった地域共同体とも協力しつつ、地域全体にかかわ
る案件の形成を進めています。

● ● ●中米移民、ベネズエラ難民・移民支援
中米においては、貧困や治安の悪さから逃れ、米国

やメキシコへの移住を目指す移民キャラバンの問題が

グアテマラの火山山
さん

麓
ろく

地域の防災活動について指導するJICA専門家
および同活動に携わる地域住民たち（写真：JICA）
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あり、日本は、2020年、メキシコ、グアテマラ、エル
サルバドル、ホンジュラスに対し、国際移住機関

（IOM）や国連世界食糧計画（WFP）と連携し、中米
での移民に対する自発的帰還の促進、移民流出防止や
帰還移民の社会への再統合のための支援を行いました。

また、昨今のベネズエラの経済・社会情勢の悪化に
より、2020年12月までに約540万人のベネズエラ
難民・移民が主に近隣諸国に流出し、受入れ地域住民
の生活環境の悪化や、地域情勢の不安定化の一要因と
なる状況が発生しましたが、対応が十分にできていな
いことが課題となっています。2020年3月に、日本
はベネズエラ避難民を受け入れているブラジル、コロ
ンビア、エクアドルおよびペルーに対し、国連難民高
等弁務官事務所（UNHCR）または国際移住機関

（IOM）を通じて、脆
ぜいじゃく

弱な人々の保護、食料支援、職
業訓練等の社会的統合支援のための無償資金協力の実
施を決定しました。また、2020年5月、鈴木外務副
大臣（当時）は、ベネズエラ避難民への連帯を示す国

際ドナー会合に出席し、ベネズエラの周辺国をはじめ
とする地域の深刻な課題となっている同国避難民に関
する各国の取組について意見交換を行いました。
2020年12月には、国連児童基金（UNICEF）を通
じて、ベネズエラ国内における帰還民・国内避難民を
含む児童や妊産婦への予防接種の実施および医療従事
者の能力強化のための協力を決定しました（121ペー
ジの「国際協力の現場から」も参照）。

ホンジュラスにおいて、草の根無償資金協力により増改築され教育環
境が改善された、コマヤグア県シグアテペケ市マルコ・アウレリオ・
ソト基礎教育学校で学ぶ生徒たち

＊南南協力（三角協力）
より開発の進んだ開発途上国が、自国の開発経験、人材、技術、資金、知識などを活用して、他の途上国に対して行う協力。
自然環境・言語・文化・経済事情や開発段階などが似ている国々に対して、主に技術協力を行う。また、ドナーや国際機関
が、このような途上国間の南南協力を支援する場合は、「三角協力」という。

用 語
解 説
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日本の開発協力の方針 中南米地域の重点分野

凡例

：日系社会との連携強化

ブラジル

ベネズエラ

ボリビア

アルゼンチン

コロンビア

ペルー

エクアドル

ウルグアイ

チリ

ガイアナ

スリナム

パラグアイ

資源エネルギー産出地域
との協力強化 

小島嶼開発途上国の
特別な脆弱性への配慮
（卒業国支援含む）

・インフラシステム輸出
・防災・災害復旧
・気候変動対策、再生可能エネルギー
・格差是正（保健、教育、人材育成）
・三角協力の推進

中南米支援

・環境、防災
・気候変動対策・再生可能エネルギー
・水産
・（ハイチ）社会基盤体制の強化

カリブ諸国支援

ハイチ
バハマ

メキシコ

グアテマラ

ベリーズ

ホンジュラス

エルサルバドル ニカラグア

コスタリカ

バルバドス
セントクリストファー・ネーヴィス

セントルシア
ドミニカ国

アンティグア・バーブーダ

トリニダード・トバゴパナマ

ドミニカ共和国

ジャマイカ

キューバ

グレナダ
セントビンセント

小島嶼開発途上国の
特別な脆弱性への配慮

（卒業国支援含む）

中米統合の促進も
念頭に置いた広域協力の重視
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	 図表Ⅲ-5	 中南米地域における日本の援助実績

2019年 （単位：百万ドル）

順
位

国名または
地域名

贈　　与

計

政府貸付等

（A）－（B） 合計
（支出純額）

合計
（支出総額）

無償資金協力
技術協力 貸付実行額

（A）
回収額
（B）うち国際

機関経由
1 ブラジル 5.04 3.82 12.57 17.61 44.18 90.66 -46.48 -28.88 61.78

2 パラグアイ 6.03 － 6.77 12.80 43.20 29.29 13.91 26.71 56.00

3 コスタリカ 0.52 － 3.24 3.76 31.40 16.47 14.93 18.69 35.16

4 ペルー 1.31 － 8.20 9.52 22.98 45.99 -23.01 -13.49 32.50

5 ホンジュラス 19.50 － 4.21 23.71 0.53 － 0.53 24.24 24.24

6 グアテマラ 1.39 0.47 4.85 6.24 17.08 13.02 4.06 10.31 23.33

7 ハイチ 21.99 2.08 0.82 22.81 － － － 22.81 22.81

8 ボリビア 13.68 － 7.85 21.53 0.76 － 0.76 22.29 22.29

9 エクアドル 7.85 3.21 10.95 18.80 － 4.54 -4.54 14.26 18.80

10 ニカラグア 5.72 － 5.93 11.65 4.67 － 4.67 16.33 16.33

11 キューバ 10.72 0.75 3.50 14.22 － － － 14.22 14.22

12 エルサルバドル 1.74 － 6.99 8.73 4.27 16.62 -12.35 -3.62 13.00

13 コロンビア 6.56 4.62 4.87 11.43 － － － 11.43 11.43

14 メキシコ 0.07 0.07 8.65 8.72 － － － 8.72 8.72

15 ドミニカ共和国 1.11 － 4.63 5.75 － 3.95 -3.95 1.80 5.75

16 アルゼンチン 0.31 － 4.26 4.56 － 16.19 -16.19 -11.62 4.56

17 セントビンセント 3.70 － 0.33 4.03 － － － 4.03 4.03

18 スリナム 3.75 － 0.00 3.76 － － － 3.76 3.76

19 セントルシア 1.83 － 1.70 3.53 － － － 3.53 3.53

20 パナマ 0.80 － 2.53 3.33 － 9.60 -9.60 -6.27 3.33

21 ジャマイカ 0.48 － 2.11 2.59 0.47 4.65 -4.18 -1.59 3.06

22 ガイアナ 2.70 － 0.13 2.83 － － － 2.83 2.83

23 アンティグア・
バーブーダ 1.91 － 0.02 1.93 － － － 1.93 1.93

24 ベリーズ 0.40 － 0.78 1.18 － － － 1.18 1.18

25 ドミニカ国 0.06 － 0.48 0.54 － － － 0.54 0.54

26 ベネズエラ 0.25 － 0.23 0.49 － － － 0.49 0.49

27 グレナダ 0.07 － 0.05 0.12 － － － 0.12 0.12

中南米の
複数国向け － － 8.38 8.38 4.76 0.40 4.36 12.74 13.14

中南米地域合計 120.50 15.03 118.03 238.53 174.30 252.29 -77.99 160.54 412.83

（注）
・順位は支出総額の多い順。
・四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。
・［－］は、実績が全くないことを示す。
・無償資金協力には国際機関経由の援助のうち、国別に分類できる援

助を含む。

・複数国向け援助とは、調査団の派遣やセミナー等、複数の国にまた
がる援助を含む。

・国名はDAC援助受取国。ただし、合計は卒業国向け援助を含む。
・マイナスは貸付などの回収額が供与額を上回ったことを示す。
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国際協力の現場から

すべての人が安心して暮らせる社会のために
～日本政府と協力してベネズエラ避難民を支援～

南米ベネズエラでは、経済・社会情勢の悪化により、
550万人以上のベネズエラ人が避難民として周辺国など
へ避難しており、これは世界で最も深刻な難民問題の一つ
となっています。私が住んでいるコロンビアにも約180
万人のベネズエラ人が避難してきています。

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は、国際移住機
関（IOM）と連携しR4V（Response for Venezuelans）
と呼ばれるベネズエラ人支援のための援助を実施していま
す。私は2018年6月からベネズエラとの国境に位置する
コロンビア東部のUNHCRククタ事務所で、ククタ市を含
むノルテ・デ・サンタンデール県とその隣接県へ避難する
ベネズエラ人避難民の保護、R4Vを通じた50以上のロー
カル支援団体の援助内容の調整、情報管理、広報活動に取
り組んできました。

コロンビアでは、2020年3月以降に新型コロナウイル
スの感染が拡大し、執筆現在（2020年11月）に至るま
で、ククタ市内のベネズエラとの国境管理所は閉鎖されて
います。しかし、閉鎖前は1日3,000から5,000人もの避
難民が流入する状況であり、国境管理所閉鎖後も多くのベ
ネズエラ人が身の安全や食料の確保、保健・医療や教育へ
のアクセスなどの基本的権利の保障を求めて山岳地や河川
などの非正規国境からコロンビアへ入国してきていました。
こうした国境付近には人身売買組織や武装集団が存在して
おり、ベネズエラからの避難民と地域住民の双方の安全上
のリスクとなっています。また、感染拡大と厳しい経済活
動制限によって、コロンビア国内に避難している避難民の
多くが生活の糧

かて
を失い、深刻な食料不足や避難先住居から

の立ち退きを求められるなど窮
きゅう

地
ち

に立たされています。
このような状況を受け、UNHCRコロンビア事務所では、

コロンビア政府のほか日本政府をはじめとするパートナー
と連携しながら支援を行っています。日本政府からは、
2019年7月に3億200万円の国際機関連携無償資金協力

「コロンビアにおけ
るベネズエラ難民、
コロンビア帰還民及
び受入コミュニティ
への人道支援計画」
が、さらに、2020
年3月には、ベネズ
エラ周辺国（コロン
ビア・ペルー・エク

アドル・ブラジル）
における避難民に対
する計14億3000万
円（コロンビアへは
3億9600万円）の
緊急無償資金協力が
それぞれ供与されま
した。これらの支援
に よ り、2019年7
月から2020年5月
までの10か月間で、
計4万人以上のベネズエラ人避難民やコロンビア人帰還民
への法的支援や生活・定住支援及びカウンセリングなどの
実施や、政府機関・職員などに対する難民受入れに関する
法的・技術的助言等を通じた受入れ体制の強化、7万人以
上のコロンビア国籍取得支援、避難民の移動やニーズ、保
護状況に関する調査の強化、約1万人の避難民への一時避
難シェルターの提供を行いました。

このほか、UNHCRコロンビア事務所では、ベネズエラ
避難民のコロンビア社会への統合を目的として、受入れコ
ミュニティも含めた難民の人権や基本的サービスへのアク
セスに関する研修、生計手段確保のための支援などを行う
とともに、母国を離れざるを得なかったベネズエラの人々
に対するコロンビア国内での理解や支援促進のため、

「Somos Panas Colombia＊」キャンペーンに取り組んで
います。同キャンペーンでは、コロンビア国内においてベ
ネズエラ避難民への連帯、共感、寛容という価値観を共有
することで、コロンビア人を含むすべての住民が暮しやす
い社会を目指しています。

ベネズエラ人避難民問題は、既に周辺国政府、日本を含
むドナー各国、国際機関、民間企業、市民団体、地域住民
が連携して対応しているものの、その規模が非常に大きい
ことから、支援が行き届いておらず、今後も継続的な支援
強化が求められています。私もUNHCRの一員として、な
るべく多くの方々へ必要な支援が届けられるよう、引き続
き取り組んでいきたいと考えています。

UNHCRコロンビア　ククタ事務所保護補官（JPO派遣）
羽
は
鳥
とり
篤
あつ
子
こ

＊ “Somos panas”はスペイン語で私たちは友達の意味（https://
somospanascolombia.com/（スペイン語のみ））

７

コロンビアのノルテ・デ・サンタンデール県
を歩いて移動する難民と羽鳥保護補官が話す
様子（写真：UNHCR）

かつてコロンビアの紛争によってノルテ・デ・
サンタンデール県に逃れてきたコロンビア人
国内避難民の家族と、UNHCRの同僚と羽鳥
保護補官。この家族は、コミュニティに逃れ
てきたベネズエラ人たちを支援している。（写
真:：UNHCR）
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